
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

個別注記表

上記事項は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、当社ウェブサイト
（https://www.prored-p.com/）に掲載することにより、株主のみなさまに
ご提供しております。

株式会社プロレド・パートナーズ



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品
取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合
契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② たな卸資産
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）
⑵ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 15年～18年
工具、器具及び備品 ５年～10年

② 無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

⑶ 繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用処理しております。

⑷ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効
果会計基準一部改正」という。）が当事業年度末に係る計算書類から適用できるようになったことに伴い、
当事業年度から税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延
税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。

３．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,558,000株
⑵ 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 －株
⑶ 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等
該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
該当事項はありません。

⑷ 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる
株式の種類及び数

普通株式 －株
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４．金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、必要な資金については、必

要に応じて銀行借入による方針であります。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券はその他有価証券であり、市場価格等の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発

行体の財務状況を把握することで減損懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等並びに未払消費税等は、１年以内の支払期日

であります。
社債は、事業活動に係る資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後11か月でありま

す。社債は、金利の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にファンドへの出資金であり、ファンドの投資先企業の事業リスクや財務リスク等

の内的なリスクと、株式市場の市況や規制等の状況変化等の外的なリスクに晒されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、取引相手ごとに回収期日や残高を定期的にモニタリングすることで、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

社債については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。
・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社では、管理本部が資金繰りの的確な把握を行うとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リ
スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵ 金融商品の時価等に関する事項
平成30年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。
貸借対照表計上
額 時 価 差 額

⑴ 現金及び預金 2,722,937 千円 2,722,937 千円 － 千円

⑵ 売掛金 113,558 113,558 －

⑶ 有価証券 399,720 399,720 －

資産計 3,236,215 3,236,215 －

⑴ 買掛金 4,117 4,117 －

⑵ 未払金 32,368 32,368 －

⑶ 未払費用 109,477 109,477 －

⑷ 未払法人税等 186,448 186,448 －

⑸ 未払消費税等 53,434 53,434 －

⑹ 社債（１年内償還予定を含む） 18,000 17,990 △9

負債計 403,846 403,837 △9

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

⑴現金及び預金、⑵売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

⑶有価証券
有価証券の時価は、取引金融機関等から提示された価格によっております。

負債
⑴買掛金、⑵未払金、⑶未払費用、⑷未払法人税等、⑸未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

⑹社債（１年内償還予定を含む）
社債の時価は、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算
定しております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
貸借対照表計上額

投資有価証券 26,491 千円
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には

含めておりません。

３．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,722,912 － － －

売掛金 113,558 － － －

有価証券 399,720 － － －

合計 3,236,190 － － －
４．社債の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

社債 18,000 － － － － －

合計 18,000 － － － － －
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 8,788千円
未払費用 4,243千円
資産除去債務 8,883千円
その他 291千円

繰延税金資産合計 22,208千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △5,255千円
繰延税金負債合計 △5,255千円
繰延税金資産の純額 16,952千円

６．１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たり純資産額 1,163円75銭
⑵ １株当たり当期純利益 228円85銭

（注）平成30年３月31日付で株式１株につき1,000株の割合をもって株式分割を行っております。当事業
年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額
を算定しております。

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８．その他の注記
該当事項はありません。
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